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ブランド・ＧＩ推進事業実施要領 

 

 制定 令和８年４月１日７輸国第5008号 

農林水産省輸出・国際局長通知 

変更   令和８年４月８日８輸国第70号 

 

第１ 目的 

 知的財産保護・活用推進事業補助金交付等要綱（令和８年４月１日付け７輸国第 4901 号農林水

産事務次官依命通知。以下「交付等要綱」という。）別表の区分の欄の（２）のブランド・ＧＩ推

進事業（以下「本事業」という。）の実施については、交付等要綱に定めるもののほか、本要領に

より実施するものとする。 

 

第２ 用語の定義 

１ 模倣品等 

商標権等の知的財産権が侵害されている若しくはその疑いがある、又は日本産の農林水産物

若しくはそれらを使用した食品ではないにもかかわらず日本の地名が使用され消費者が産地や

品質を誤認する若しくはそのおそれがある、農林水産物・食品をいう。 

２ ＧＩ登録産品等 

特定農林水産物等の名称の保護に関する法律（平成 26 年法律第 84 号）に基づく地理的表示

（以下「ＧＩ」という。）保護制度で登録された産品（以下「ＧＩ登録産品」という。）及び登録

申請中の産品をいう。 

 

第３ 事業実施主体等 

１ 事業実施主体 

事業実施主体は、日本地理的表示協議会（以下「協議会」という。）とする。 

２ 間接補助事業者 

第４の１の（２）から（４）までの事業を実施する者（以下「間接補助事業者」という。）は

次のとおりとする。 

都道府県、市町村、ＧＩ登録産品の生産者団体、農林漁業者の組織する団体、民間事業者、公

益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、独立行政法人又はそれらのいずれか

若しくは全てからなる事業共同体（コンソーシアムをいう。以下同じ。） 

 

第４ 事業の内容等 

本事業の内容及び交付等要綱別表の事業の経費のうち補助対象となる経費の範囲は次のとおり

とし、補助率は定額とする。 

１ ブランドの保護・活用により稼ぐモデルの創出支援 

我が国農林水産業・食品産業の持続的発展のためには、知的財産の保護・活用の推進により、

農林水産物・食品の付加価値の向上を図ることが重要である。他方、海外においては、その付加

価値に便乗した模倣品等の流通等が多発しており、我が国農林水産物・食品のブランドを棄損し、

輸出拡大の妨げとなる懸念があることから、品種や栽培技術、ブランド等の管理の一層の徹底・

強化が課題となっている。 
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このような中、農林水産業者・食品事業者等においては、ＧＩ保護制度の活用、国内外での商

標等の知的財産の権利取得、模倣品等への対応等により、ブランドの保護・活用等に取り組む機

運は高まりつつあるものの、取組事例は少ない状況にある。 

このため、ＧＩや商標等を用いてブランドを保護・活用するモデル的取組を創出するとともに、

それらを含む知的財産の保護・活用等に取り組む優良事例をセミナー等で紹介し、横展開を図る

ことを目的として、事業実施主体は次の（１）の取組を行うとともに、次の（２）から（４）ま

での取組への支援を行う。 

（１）事業の管理・運営 

ア 補助金交付事務 

事業実施主体は、間接補助事業者の公募、有識者等で構成される選定委員会の設置・開催、

補助金の交付等の手続、本事業の進捗管理、間接補助事業者への助言等の事業の管理・運営を

行う。 

なお、事業実施主体による間接補助事業者の公募の後、有識者等で構成される選定委員会に

より、次の（ア）又は（イ）のいずれかの要件を満たすものを支援対象として選定する。 

（ア）知的財産権の権利者又は事業の開始前に知的財産権の権利者となることが確実と見込 

まれる者であること。 

（イ）知的財産権の権利者等と業務を提携していること又は知的財産権の権利者等から業務 

委託等を受けていること。 

イ ブランド化推進セミナー等の実施 

我が国農林水産物・食品の更なる輸出拡大・海外展開、インバウンド消費拡大等につながる

よう、多くの産地や企業等を対象に、次の（２）から（４）までのモデル的取組の成果を含む

知的財産の保護・活用に取り組む優良事例等を紹介するセミナーの開催など、横展開に向けた

取組を行う。 

（補助対象経費） 

 本事業を実施するために必要な人件費、謝金、賃金、旅費、賃借料及び使用料、事務費（消

耗品費、印刷製本費、資料作成費、通信運搬費、翻訳費、通訳費、光熱水費等）、委託費（事

業を遂行する能力を有する第三者に事業の一部を委託するための経費。以下同じ。）等であっ

て、本事業の対象として明確に区分できるものであり、かつ、証拠書類によって金額が確認で

きるもの。 

（２）輸出拡大・海外展開に向けたモデルの創出 

我が国農林水産物・食品について、ＧＩや商標等を用いたブランドの保護・活用等により、

輸出拡大・海外展開につながるモデルを創出するため、認知度等の更なる向上に必要な広告宣

伝資材の作成、海外での商標権等の取得、海外の見本市等への出展・商談、ライセンス契約の

締結に向けた取組等を行う。 

（補助対象経費） 

本事業を実施するために必要な人件費、謝金、賃金、旅費、賃借料及び使用料、広告宣伝費、

国内外代理人費用(弁護士、弁理士費用等)、申請等費用（申請書作成費、認証費用、応答費用、

商標等登録出願料等）、商品開発費、事務費（消耗品費、印刷製本費、資料作成費、通信運搬

費、翻訳費、通訳費等）、委託費等であって、本事業の対象として明確に区分できるものであ

り、かつ、証拠書類によって金額が確認できるもの。 

（３）インバウンド消費拡大に向けたモデルの創出 

ＧＩ登録産品等やその他地域資源の組み合わせ等により、インバウンド消費拡大につなが
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るモデルを創出するため、認知度等の更なる向上に必要な広告宣伝資材の作成、言語対応等の

インバウンド受入体制の整備、地域資源を活用した体験プログラムや食事メニュー等の開発、

インバウンド向け海外オンライン旅行サイト（OTA）事業者やインフルエンサー等の招へい等

を行う。 

（補助対象経費） 

本事業を実施するために必要な人件費、謝金、賃金、旅費、賃借料及び使用料、広告宣伝費、

通訳・語り部案内士育成費、コンテンツ開発費、Webサイト掲載費、事務費（消耗品費、印刷

製本費、資料作成費、通信運搬費、翻訳費、通訳費等）、委託費等であって、本事業の対象と

して明確に区分できるものであり、かつ、証拠書類によって金額が確認できるもの。 

（４）戦略的侵害防止・対策モデルの創出 

模倣品等への戦略的な対応により、ブランドの保護につながるモデルを創出するため、ＧＩ

登録産品を始めとする我が国農林水産物・食品について、海外でのＧＩ申請・登録や商標権等

の取得、名称等の不正使用や冒認出願等への侵害対応等を行う。 

（補助対象経費） 

本事業を実施するために必要な人件費、謝金、賃金、旅費、国内外代理人費用（弁護士、弁

理士費用等）、申請等費用（申請書作成費、認証費用、応答費用、商標等登録出願料等）、その

他海外等への商標等登録出願に必要な費用、侵害対応費（警告状作成等費用、異議申立費用、

無効審判請求等費用）、その他侵害対応に付帯する費用、事務費（消耗品費、印刷製本費、資

料作成費、通信運搬費、翻訳費、通訳費等）、委託費等であって、本事業の対象として明確に

区分できるものであり、かつ、証拠書類によって金額が確認できるもの。 

２ ＧＩ保護制度の活用推進 

ＧＩ保護制度は、地域で育まれた伝統と特性を有する農林水産物・食品（以下「地域産品」と

いう。）のうち、品質等の特性が産地と結び付いており、その結び付きを特定できるような名称

が付されているものについて、その名称をＧＩとして保護する制度であるため、登録申請に当た

っては、地域産品の特性と地域との結び付き等を説明した明細書（以下「明細書」という。）の

ほか、生産者団体等自らが、その構成員が明細書に適合した生産を行っているか否かを確認する

生産行程管理業務規程を新たに作成する必要がある。 

また、日ＥＵ・ＥＰＡ等におけるＧＩ相互保護の枠組みを活用し、輸出拡大を図るためには、

加工品等の輸出を指向する多様な産品を早期に登録し、今後のＧＩ相互保護品目拡大交渉に間

に合わせるため、これらの産品のＧＩ登録の有望品目としての洗い出しに早期に着手すること

が重要である。 

さらに、登録後においても生産者団体等の集団化等による自主的な販売、輸出、商品開発、侵

害対応等の取組や、自らの産品のブラッシュアップ・ブランド価値向上の取組等を促進し、ＧＩ

登録の効果を最大化することが必要である。 

このため、生産者団体等からの登録申請事務の負担軽減を図ることによりＧＩ保護制度への

登録申請を促進するとともに、ＧＩ登録産品の付加価値向上、ＧＩ保護制度の普及・啓発を図る

ことを目的として、事業実施主体は次の（１）から（３）までの取組を行う。 

（１）ＧＩ申請相談・フォローアップ体制整備 

ＧＩ保護制度に未登録で加工品等の輸出を指向する多様な産品をＧＩ登録の有望品目とし

て洗い出すとともに、ＧＩ保護制度への登録申請に際して不可欠な明細書の作成や生産行程

管理業務規程の策定に当たっての疑問点、その他登録申請に際して生じる疑問点、問題点等に

的確に対応するため、申請に係るサポートデスクを運営するほか、制度に十分な知見を持った
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アドバイザーを次に掲げるブロックごとに配置することにより、生産者団体等からの要望に

応じた個別相談等のきめ細かな対応、申請に向けた関係者間の合意形成や、申請に係る助言を

行うなど、本制度への登録申請を支援するために必要な活動を行う。 

また、生産者団体、関連企業等からの、適切な登録標章（ＧＩマーク）の使用方法や、先使

用に関する問合せ等、登録後におけるＧＩの活用に必要な情報についての相談対応を行う。 

相談窓口業務及び相談対応の実施に当たっては、ブロックごとにその内容に差異がないよ

うに実施するものとし、相談状況等については、定期的に農林水産省及び当該ブロックを管轄

する地方農政局等（北海道にあっては北海道農政事務所、沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事

務局）に報告するものとする。 

ブロック 都道府県 

北海道ブロック 北海道 

東北ブロック 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 

関東ブロック 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、

長野県、静岡県 

北陸ブロック 新潟県、富山県、石川県、福井県 

東海ブロック 岐阜県、愛知県、三重県 

近畿ブロック 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 

中国四国ブロック 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、

高知県 

九州ブロック 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 

沖縄ブロック 沖縄県 

（補助対象経費） 

本事業を実施するために必要な人件費、謝金、賃金、旅費、賃借料及び使用料、借上げ費（パ

ソコン、電話、FAX等）、Webサイト構築・運営費、事務費（消耗品費、印刷製本費、資料作成

費、通信運搬費等）等であって、本事業の対象として明確に区分できるものであり、かつ、証

拠書類によって金額が確認できるもの。 

（２）協議会の運営 

ＧＩ保護制度を更に発展させ、地域の農林水産業・関連産業の活性化、農業者所得の向上等

に持続的につなげていくため、ＧＩ登録生産者団体等の集団化等による自らの産品等の販売、

輸出、商品開発、情報発信等を通じたブランド価値向上の取組や、侵害対応等の取組により、

ＧＩ登録の効果を最大化することを目的として設立された協議会を運営するとともに、協議

会の活動を広く周知するため、ホームページの構築など情報発信機能を強化する。 

（補助対象経費） 

本事業を実施するために必要な人件費、謝金、賃金、旅費、賃借料及び使用料、借上げ費（パ

ソコン、電話、FAX等）、Webサイト構築・運営費、事務費（消耗品費、印刷製本費、資料作成

費、通信運搬費、光熱水費等）等であって、本事業の対象として明確に区分できるものであり、

かつ、証拠書類によって金額が確認できるもの。 

（３）ＧＩ活用等の拡大支援 

ＧＩ登録産品の輸出拡大やインバウンド消費拡大等につながるよう、ＧＩ保護制度及び  

ＧＩ登録産品の国内外での認知度向上等に向けた取組を行う。 

（補助対象経費） 
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本事業を実施するために必要な人件費、賃金、旅費、賃借料及び使用料、Webサイト構築・

運営費、広告宣伝費、コンテンツ開発費、事務費（消耗品費、印刷製本費、資料作成費、通信

運搬費、翻訳費、通訳費等）、委託費等であって、本事業の対象として明確に区分できるもの

であり、かつ、証拠書類によって金額が確認できるもの。 

 

第５ 事業実施期間 

 本事業の実施期間は、令和８年度とする。 

 

第６ 事業実施手続 

１ 事業実施計画の提出 

事業実施主体は、交付等要綱第６の１の規定に基づき、別記様式１により事業実施計画を作成

し、輸出・国際局長に提出して、必要な調整を行うものとする。その際、事業実施主体は、別記

様式１の別添２「みどりチェック」チェックシート（以下「チェックシート」という。）に記載

された各取組について、事業実施期間中に実施する旨をチェックした当該チェックシートを添

付することとする。 

交付等要綱第６の３に基づく事業実施計画の変更（交付等要綱第６の３の重要な変更に限る。）

又は中止若しくは廃止については、あらかじめ、輸出・国際局長の適正な指導を受けた上で、別

記様式１により輸出・国際局長に提出するものとする。なお、交付等要綱別表の本事業の重要な

変更の欄に掲げる変更の場合は、交付等要綱第 15 の規定に基づく変更等承認申請書の提出をも

って、これに代えることができる。 

また、交付等要綱第 20 の１の規定による実績報告の際は、実績報告書中のチェックシートに

記載された環境負荷低減の各取組について、事業実施期間中に実施したか否かをチェックし、輸

出・国際局長に提出することとする。 

なお、チェックシートを提出した者から抽出して、農林水産省の職員が実際に環境負荷低減 

の取組を実施したか否かの確認を行うこととする。 

２ 事業実施計画の重要な変更 

交付等要綱第６の３の輸出・国際局長が別に定める重要な変更は、次に掲げるものとする。 

（１）交付等要綱別表の本事業の重要な変更の欄に掲げる変更 

（２）４により委託する事業の新設又は内容の変更 

３ 事業の着手 

（１）事業の着手は、交付決定に基づき行うものとする。 

   ただし、事業の効果的な実施を図る上で、補助金の交付決定の前に着手する場合にあっては、

事業実施主体は、あらかじめ、輸出・国際局長の適正な指導を受けた上で、その理由を明記し

たブランド・ＧＩ推進事業に関する交付決定前着手届を別記様式２により作成し、輸出・国際

局長に提出するものとする。 

（２）（１）のただし書により交付決定の前に着手する場合にあっては、事業実施主体は、本事業

の内容が明確となり、かつ、補助金の交付が確実となってから、着手するものとする。 

 この場合において、事業実施主体は、補助金の交付決定までのあらゆる損失等は自らの責任

とすることを了知の上で行うものとする。 

 なお、事業実施主体は、交付決定の前に着手した場合には、補助金交付申請書の備考欄に着

手年月日及び交付決定前着手届の文書番号を記載するものとする。 

４ 事業の委託 
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事業実施主体にあっては第４の１の（１）及び第４の２の事業の主たる部分（事業における総

合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいう。以下同じ。）を除く一部を、間

接補助事業者にあっては第４の１の（２）から（４）までの事業の主たる部分を除く一部を、他

の者に委託して行わせる場合は、次に掲げる事項を別記様式１の別添の総括表の「事業の委託」

の欄に記載し、輸出・国際局長に提出するものとする。なお、委託して行わせる範囲は、事業費

の２分の１を超えてはならない。ただし、本事業のうち、海外で実施する事業等の遂行に当たり、

特殊な知識を必要とするなどのやむを得ない事業があると認められる場合には、事業の主たる

部分を除き、この限りではない。 

（１）委託先が決定している場合はその名称 

（２）委託する事業の内容及びそれに要する経費 

 

第７ 事業の実施 

１ 事業実施規程の作成 

事業実施主体は、第４の１の（２）から（４）までの事業の実施に当たり、補助金の交付手続

等について次に掲げる事項を記載したブランド・ＧＩ推進事業実施規程（以下「実施規程」とい

う。）を作成し、別記様式３により輸出・国際局長に提出し、その承認を受けるものとする。実

施規程を変更する場合も同様とする。 

（１）交付対象要件の定義及び補助対象経費 

（２）交付申請及び実績報告の手続 

（３）交付決定及び補助金の額の確定等の手続 

（４）交付申請の取下げの手続 

（５）事業実施計画の提出の手続 

（６）補助金の支払の手続 

（７）交付決定の取消し等の手続 

（８）事業実施主体による調査 

（９）個人情報保護等に係る対応 

（10）その他必要な事項 

 ２ 事業の公募 

（１）公募の方法 

    事業実施主体は、有識者等で構成される選定委員会を設置・開催し、輸出・国際局長と協議

の上で作成した公募要領に基づき、間接補助事業者を公募により採択するものとする。 

    選定委員会は、応募者から提出された事業実施計画が適切であるか等について審査を行う

ものとする。なお、事業実施主体は、間接補助事業者を公募するごとに、選定委員会を開催し、

審査を行うものとする。 

 （２）公募審査 

    間接補助事業者の採択の審査に当たっては、以下のア及びイの要件を満たすことを必須と

し、ウからオまでの項目に該当する場合、加点するものとする 

  【必須項目（要件）】 

   ア 事業実施計画が、本事業の目的に照らし、また本事業を確実に遂行する上で、適切なもの

であること。 

   イ 事業実施計画において、成果目標が明記されており、かつ、適切な効果の検証が行われる

ことが見込まれること。 
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  【任意の加算項目】 

   ウ 輸出事業計画に明確に記載されている輸出に取り組む農産物等であること。 

   エ 認定フラッグシップ輸出産地一覧に明確に記載されている輸出に取り組む農産物等であ

ること。 

   オ ＧＩ登録された農産物等であること。 

 ３ 事業の実施に関する事項 

（１）事業実施計画の作成及び報告手続 

事業実施主体は、実施規程に基づく事業実施計画を間接補助事業者に作成させ、事業実施主

体に提出させるものとする。事業実施計画には、別記様式４の別添２により報告する内容を明

記させるものとする。その際、間接補助事業者は、事業実施主体が別に定める「みどりチェッ

ク」チェックシート（チェックシートに準じたもの）に記載された各取組について、事業実施

期間中に実施する旨をチェックした当該チェックシートを添付することとする。 

また、事業実施主体は、提出された事業実施計画を取りまとめ、予算の範囲内で見込まれる

採択計画を明示した上で、別記様式４により間接補助事業者への採択通知に先立ち輸出・国際

局長に報告するものとする。併せて、間接補助事業者から提出のあったチェックシートを提出

するものとする。 

事業報告の際は、実績報告中のチェックシートに記載された環境負荷低減の各取組につい

て、事業実施期間中に実施したか否かをチェックし、事業実施主体に提出させるものとする。 

なお、チェックシートを提出した者から抽出して、農林水産省又は内閣府の職員が実際に環

境負荷低減の取組を実施したか否かの確認を行うこととする。 

（２）交付決定及び額の確定 

事業実施主体は、（１）の事業実施計画の承認後、事業実施団体等に交付申請書を提出させ、

交付決定を行うものとする。また、事業実施完了後に検査を行い、補助金の額を確定し、確定

に基づき支払を行うものとする。 

（３）事業の進捗状況、助言等 

事業実施主体は、実施規程に基づき、間接補助事業者に必要な報告をさせるとともに、事業

の進捗状況を管理し、必要に応じて助言や指導を行うものとする。 

 

第８ 事業実施状況等の報告 

１ 事業実施結果の報告 

事業実施主体及び間接補助事業者は、交付等要綱第 30の規定に基づき、事業終了後速やかに、

事業実施計画（別記様式１）に準じて、事業実施結果に係る報告書を作成し、輸出・国際局長に

報告するものとする。ただし、農林畜水産業関係補助金等交付規則（昭和 31年農林省令第 18号）

第６条第１項の規定に基づく実績報告書の提出をもって、これに代えることができる。 

２ 事業実施状況の報告 

輸出・国際局長は、１の規定にかかわらず、必要に応じ、事業実施年度の途中であっても、事

業実施主体及び間接補助事業者に事業実施状況の報告を求めることができるものとする。 

 

第９ 事業遂行状況の報告 

交付等要綱第 18に定める事業遂行状況の報告については、補助金の交付決定に係る年度の 12月

末日時点における交付等要綱別記様式第５号の事業遂行状況報告書を作成し、翌月末までに農林

水産大臣に提出するものとする。 



8 

ただし、交付等要綱第 19 の規定に基づき概算払を受けようとする場合には、交付等要綱別記様

式第６号の概算払請求書の提出をもって、これに代えることができる。 

 

第 10 報告又は指導 

 輸出・国際局長は、事業実施主体に対し、本事業に関して必要な報告を求め、又は指導を行う

ことができるものとする。 

 

第 11 不正行為等に対する措置 

 輸出・国際局長は、事業実施主体が、本事業の実施に関連して不正な行為を行った場合又はその

疑いがある場合においては、事業実施主体に対し、当該不正な行為に関する真相及び発生原因の解

明、再発防止のための是正措置等の適切な措置を講ずるよう指導するものとする。 

 

第 12 特許権等の帰属 

 本事業を実施することにより、発生した特許権、特許を受ける権利、実用新案権、実用新案登録

を受ける権利、商標権、意匠権、意匠登録を受ける権利、著作権、回路配置利用権、回路配置利用

権の設定の登録を受ける権利及び育成者権（以下「特許権等」という。）については、次の１から

４までの条件の遵守を約する確認書を、国に提出することを条件に、事業実施主体又は間接補助事

業者に帰属させることとする。ただし、国に提出された著作物等を成果の普及等に利用し、又は当

該目的で第三者に利用させる権利については、国又は国の指定する者に許諾することとする。 

 また、事業の一部を事業実施主体又は間接補助事業者から受託する団体にあっても同様に、次の

条件を遵守するものとする。 

１ 本事業において得た成果物に関して特許権等の出願又は取得を行った場合には、その都度遅

滞なく、別記様式５により報告書を作成し、輸出・国際局長に報告すること。 

２ 国が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして当該特許権等を利用

する権利を求める場合には、無償で当該権利を国又は国の指定する者に許諾すること。 

３ 当該特許権等を相当期間活用していないことが認められ、かつ、当該特許権等を相当期間活用

していないことについて正当な理由が認められない場合において、国が特許権等の活用を促進

するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして当該特許権等を利用する権利を求め

るときは、当該権利を第三者に許諾すること。 

４ 本事業期間中及び本事業終了後５年間において、事業実施主体、間接補助事業者及び本事業の

一部を受託する団体は、本事業の成果である特許権等について、国以外の本事業の第三者に譲渡

し、又は利用を許諾するときは、事前に輸出・国際局長と協議して承諾を得ること。 

 

第 13 その他 

 １ 事業実施上留意すべき事項 

 事業実施主体は、善良な管理者の注意をもって本事業を遂行しなければならない。 

 また、事業の目的を達成するために、実施要領に明示されていない事項で必要な作業等が生じ

たとき、又は事業の内容を変更する必要が生じたときは、輸出・国際局長と事業実施主体が協議

を行い、解決すること。 

 ２ 事業実施状況の報告以外での成果報告等 

（１）第４の２（１）の取組 

事業実施主体は、第８の１の報告に併せて、個人情報に十分配慮した上、相談内容の詳細及
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びその対応の経緯・状況、引き継ぐべき注意事項等を取りまとめ、輸出・国際局長に対し報告

するものとする。 

（２）第４の２（２）の取組 

事業実施主体は、第８の１の報告に併せて、協議会の運営結果について取りまとめ、輸出・

国際局長に報告するものとする。 

 

附 則 

１ この要領は、令和８年４月１日から施行する。 

２ 地理的表示活用推進支援事業実施要領（令和３年３月 30 日付け２食産第 6761 号農林水産省食

料産業局長通知）は廃止する。 

３ 廃止前の２に掲げる通知により令和７年度までに実施した事業については、なお従前の例によ

る。 

 

   附 則 

１ この改正は、令和８年４月８日から施行する。 

２ この通知による改正前の本要領により実施した事業については、なお従前の例による。 
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別記様式１（第６の１及び２関係） 

 

令和○年度ブランド・ＧＩ推進事業実施計画の提出（変更、中止、廃止）について 

 

番     号 

年  月  日 

 

 輸出・国際局長 殿 

 

所在地                  

団体名                  

代表者氏名 

 

 知的財産保護・活用推進事業補助金交付等要綱（令和８年４月１日付け７輸国第 4901号農林水

産事務次官依命通知）第６第１項の規定に基づき、関係書類を添えて、提出（変更、中止、廃止）

する。 

 

注１ 関係書類として、別添１、別添２及び参考書類を添付すること。 

なお、別添１中「事業の目的」とあるのは、変更申請の場合は「変更の理由」と、中止

又は廃止申請の場合は「中止（又は廃止）の理由」とし、いずれの場合もその理由を記載

すること。 

注２ 変更又は中止若しくは廃止の場合は、「第６第１項」を「第６第３項」とし、事業実施計

画の事業の内容等と容易に比較対照することができるよう、変更部分を二段書きとし、変

更前を括弧書きで上段に記入すること。ただし、事業内容のうち当該変更の対象外となる

ものについては、記入を省略できる。 

注３ 事業実施結果に係る報告書として本様式を用いる場合には、件名を「令和○年度 ブラ

ンド・ＧＩ推進事業実施結果報告書」とし、「第６の１」を「第 30」とすること。また、

関係書類に実績を記載すること。 

     なお、別添中「事業実施計画書」とあるのは、「事業実施報告書」、「計画」とあるのは

「実績」とすること。 



11 

別添１ 

 

ブランド・ＧＩ推進事業実施計画 

 

１ 事業実施体制 

総括担当者名 ※本事業の総括者を記載してください。 

相談担当者名 ※各ブロック相談担当者名を記載してください。 

経理担当者名 ※本事業の経理報告などを行う者を記載してください。 

※本事業における組織体制の概要を図等で示してください。 

 また、どういう関係・役割なのか分かるように示してください。 

 

 ２ 事業目的 

 

 

 ３ 事業実施内容 

 （１）ブランドの保護・活用により稼ぐモデルの創出支援 

  ① 事業の管理・運営 

ア：実施内容 

イ：実施方法 

ウ：年間スケジュール（セミナー等のスケジュールを含む。） 

 

 

  ② 輸出拡大・海外展開に向けたモデルの創出 

ア：実施内容 

イ：実施方法（公募方法、管理・運営方法、選定委員会メンバー） 

ウ：年間スケジュール   

エ：成果目標（できる限り定量的な目標を記載してください。定性的な目標を設定する場合は、効

果測定方法も記載してください。） 

 

  ③ インバウンド消費拡大に向けたモデルの創出 

ア：実施内容 

イ：実施方法（公募方法、管理・運営方法、選定委員会メンバー） 

ウ：年間スケジュール 

エ：成果目標（できる限り定量的な目標を記載してください。定性的な目標を設定する場合は、効

果測定方法も記載してください。） 
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  ④ 戦略的侵害防止・対策モデルの創出 

ア：実施内容 

イ：実施方法（公募方法、管理・運営方法、選定委員会メンバー） 

ウ：年間スケジュール 

エ：成果目標（できる限り定量的な目標を記載してください。定性的な目標を設定する場合は、効

果測定方法も記載してください。） 

 

 

 （２）ＧＩ保護制度の活用推進 

  ① ＧＩ申請相談・フォローアップ体制整備 

ア：実施内容 

イ：実施方法（管理・運営方法等） 

ウ：年間スケジュール（説明相談会等のスケジュールを含む。） 

エ：成果目標（できる限り定量的な目標を記載してください。定性的な目標を設定する場合は、効

果測定方法も記載してください。） 

 

  

   

② 協議会の運営 

ア：実施内容 

イ：実施方法（開催・運営方法等） 

ウ：年間スケジュール 

エ：成果目標（できる限り定量的な目標を記載してください。定性的な目標を設定する場合は、効

果測定方法も記載してください。） 

 

 

③ ＧＩ活用等の拡大支援 

ア Webサイト掲載 

（ア）実施内容 

（イ）実施方法 

（ウ）年間スケジュール 

（エ）成果目標（できる限り定量的な目標を記載してください。定性的な目標を設定する場合は、

効果測定方法も記載してください。） 

 

イ 雑誌掲載 

（ア）実施内容 

（イ）実施方法 

（ウ）年間スケジュール 

（エ）成果目標（できる限り定量的な目標を記載してください。定性的な目標を設定する場合は、

効果測定方法も記載してください。） 
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 ４ 総括表 

事業内容及び 

経費の配分 
事業費 

負担区分 
事業の委託 備考 

国庫補助金 事業実施主体 

ブランド・ＧＩ推進事業 

 

 

 

１ ブランドの保護・活用

により稼ぐモデルの創出

支援 

（１）事業の管理・運営 

（２）輸出拡大・海外展開に

向けたモデルの創出 

（３）インバウンド消費拡

大に向けたモデルの創

出 

（４）戦略的侵害防止・対策

モデルの創出 

 

２ ＧＩ保護制度の活用推

進 

（１）ＧＩ申請相談・フォロ

ーアップ体制整備 

（２）協議会の運営 

（３）ＧＩ活用等の拡大支

援 

 

千円 千円 千円 （１）委託先 

（２）委託する

事業の内容

及び当該事

業に要する

経費 

 

計      

（注）事業内容及び経費の配分は、交付等要綱別表の経費の欄の区分により記入すること。 
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別添２ 
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別記様式２（第６の３関係） 

 

番   号 

年 月 日 

 

輸出・国際局長 殿 

 

 

所在地 

団体名 

代表者氏名       

 

 

令和○年度ブランド・ＧＩ推進事業に関する交付決定前着手届 

 

 

このことについて、下記のとおり条件を了承の上、交付決定前に着手したいので届け出る。 

 

記 

 

１ 交付決定を受けるまでの期間内に、天災地変の事由によって実施した事業に損失を生じ

た場合、これらの損失は、事業実施主体が負担すること。 

２ 交付決定を受けた補助金額が交付申請額又は交付申請予定額に達しない場合において

も、異議がないこと。 

３ 当該事業については、着手から交付決定を受けるまでの期間内においては、計画変更は

行わないこと。 

 

 

 

 

  

事業の内容 総事業費 着手予定 

年月日 

完了予定 

年月日 

理  由 

 円    
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別記様式３（第７の１関係） 

 

番     号 

年  月  日 

 

 輸出・国際局長 殿 

 

所在地                  

団体名                  

代表者氏名 

 

令和○年度ブランド・ＧＩ推進事業実施規程の（変更）承認申請について 

 

 ブランド・ＧＩ推進事業実施要領（令和８年４月１日付け７輸国第 5008号農林水産省輸出・国際

局長通知）第７の１の規定に基づき、ブランド・ＧＩ推進事業実施規程の承認（変更）を申請す

る。 

 

 

 注：関係書類として、ブランド・ＧＩ推進事業実施規程を添付すること。 
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別記様式４（第７の３関係） 

 

番     号 

年  月  日 

 

 輸出・国際局長 殿 

 

所在地                  

団体名                  

代表者氏名 

 

令和○年度ブランド・ＧＩ推進事業に基づく事業実施計画の報告について 

 

 ブランド・ＧＩ推進事業実施要領（令和８年４月１日付け７輸国第 5008 号農林水産省輸出・国際

局長通知）第７の３の（１）の規定に基づき、事業実施計画を報告する。 

 

注：関係書類として、別添３を添付すること。 
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別添３ 

（１）輸出拡大・海外展開に向けたモデルの創出 

支援対象者名 事業目的、実施内容、スケジュール、実施体制等 採択の

可否 

        

        

 

 

（２）インバウンド消費拡大に向けたモデルの創出 

支援対象者名 事業目的、実施内容、スケジュール、実施体制等 採択の

可否 

       

       

 

 

（３）戦略的侵害防止・対策モデルの創出 

支援対象者名 知財権の

種類 

侵害対象の

名称 

侵害内容、対応方針等 出願番

号 

登録番

号 

採択の 

可否 
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別記様式５（第 12関係） 

 

番     号 

年  月  日 

 

 輸出・国際局長 殿 

 

所在地                  

団体名                  

代表者氏名 

 

令和○年度ブランド・ＧＩ推進事業特許権等に関する出願・取得情報報告書 

 

 下記のとおり本事業の成果に係る特許権等を出願（取得）したので、ブランド・ＧＩ推進事業実施

要領（令和８年４月１日付け７輸国第 5008号農林水産省輸出・国際局長通知）第 12の１の規定に基

づき、出願・取得状況報告書を提出します。 

 

記 

 

 （特許権、商標権、実用新案権、意匠権等） 

内 容  

種類・番号  

出願年月日  

取得年月日  

出願人  

発明者  

 

 （著作権） 

著作物の種類  

著作物の題号  

著作者の氏名（名称）  

著作物の内容  

 

 


